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１ し尿収集業務 

   

本市では、昭和４０年度からし尿の収集・運搬業務を委託しています。委託業者は、平成７年

度までは３社でしたが、平成８年度から１社となりました。一般家庭の汲取りは、月１回を原則と

しています。 

汲取料金は、定額制と従量制に区分しています。料金は、証紙により徴収しています。 

現在、し尿の汲取業務は、公共下水道の普及に伴い年々減少し、対象世帯数は令和４年度

末で１７７世帯（全世帯の０．１５％）になっています。 

一方、浄化槽の汲取り（清掃）は、平成１９年７月に１社が廃業し、許可業者４社により行わ

れています。 

 

 

（１）し尿処理形態別人口 

単位 ： 人 （各年度３月３１日現在） 

年  度 下水道人口 浄化槽人口 
非水洗化人口 

（汲取人口） 
合  計 

平成３０年度 ２２４，３９１ １１，２６０ ４２７ ２３６，０７８ 

令和元年度 ２２７，０１１ １１，１２１ ３９８ ２３８，５３０ 

令和２年度 ２２８，８２０ １１，１１９ ３６２ ２４０，３０１ 

令和３年度 ２３０，１６５ １１，０７７ ３２３ ２４１，５６５ 

令和４年度 ２３１，５８０ １２，４７６ ２８１ ２４４，３３７ 

 

 

（２）し尿   ・浄化槽汲取状況 

（各年度３月３１日現在） 

年  度 
し              尿 浄化槽汚泥 

汲取量（kℓ） 汲取量（kℓ） 手数料（千円） 委託料（千円） 

平成３０年度 ７９３ ３，８５９ ２８，５１２ ２，３６４ 

令和元年度 ７９１ ４，２５２ ２８，７７６ ２，３５７ 

令和２年度 ６６８ ３，５３２ ２９，０４０ １，６５４ 

令和３年度 ７４６ ４，１８９ ３０，３６０ ２，４４２ 

令和４年度 ６９４ ４，００１ ３０，３６０ ２，６８１ 
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２ 家庭し尿浄化槽放流水・家庭汚水汲取業務 

 

昭和４５年５月から、「一般家庭から排出される汚水のうち汲取ったものを処理場へ運搬する

業務」を、委託により開始しました。 

本市の地盤は、関東ローム層が多く、各家庭に設置された浸透槽の水の浸透が悪いため、

公共下水道が普及していない地域ではこの業務は不可欠となりました。 

汲取りは、市民からの申し出により市が受け付け、委託業者１社で実施しています。料金は、

大和市手数料条例に規定する額を委託業者が徴収し、市に納入しています。 

 

（１）家庭し尿浄化槽放流水汲取状況  

（各年度３月３１日現在） 

年  度 汲取量（kℓ） 委託料（千円） 手数料（千円） 

平成３０年度 ２，３５８ ７，７８１ １，３１０ 

令和元年度 ２，２３８ ７，９０５ １，２６８ 

令和２年度 ２，２１４ ７，８０４ １，２３０ 

令和３年度 ２，６２５ ９，５８１ １，４５８ 

令和４年度 ２，４７４ ９，０２９ １，３７４ 

 

 

（２）家庭汚水汲取状況 

（各年度３月３１日現在） 

年  度 汲取量（kℓ） 委託料（千円） 手数料（千円） 

平成３０年度 ４２５ １，４０１ １１８ 

令和元年度 ４６５ １，６１３ １２９ 

令和２年度 ５０１ １，７６４ １３９ 

令和３年度 ４６７ １，７０２ １３０ 

令和４年度 ４６７ １，７０２ １３０ 

 

 

３ 処理 

 

下水道の整備に伴い、し尿、雑排水等（家庭し尿浄化槽放流水、家庭汚水）の搬入量が減

少したため、平成４年度から水質管理センター中部浄化センターで、し尿、浄化槽汚泥及び雑

排水を下水道施設へ、直接投入しています。 


